
令０４原機（科研）０１９ 

令和４年１２月２３日 

原子力規制委員会 殿 

 

茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地１  

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

                   理事長 小口 正範 

                       （公印省略） 

 

定期事業者検査報告書 
（定期事業者検査開始時） 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２９条第１項の規定に

基づく国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設

［ＪＲＲ－４］の定期事業者検査を開始しますので、核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律第２９条第３項の規定に基づき下記のとおり報告いたし

ます。 

 

記 

 

1. 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

名称    ：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

住所    ：茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765番地１ 

代表者の氏名：理事長 小口 正範 

 

2. 試験研究用等原子炉施設を設置した事業所の名称及び所在地 

名称    ：原子力科学研究所 

所在地   ：茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４ 

 

3. 検査の対象及び方法並びに期日 

検査の対象 ：ＪＲＲ-４（廃止措置計画に定める性能維持施設に限る。） 

検査の方法 ：別添１「ＪＲＲ-４原子炉施設の定期事業者検査の計画」の 

とおり。 

検査の期日 ：令和５年２月１日～令和５年３月２４日 

 

4. 予定の概要 

別添１「ＪＲＲ-４原子炉施設の定期事業者検査の計画」のとおり。  



添付書類 

 

1. 定期事業者検査の計画 

○定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査項目及び検査実施予定時期 

別添 1「ＪＲＲ-４原子炉施設の定期事業者検査の計画」に廃止措置計画で示した

性能維持施設の項目並びに性能維持施設の定期事業者検査の項目及び検査実施予定

時期を示す。 

 

○定期事業者検査期間中に実施する工事 

定期事業者検査の工程に直接影響する工事はない。 

 

○前回の定期事業者検査からの変更点 

未使用燃料を搬出したため、性能を維持すべき期間が未使用燃料を搬出するまで

である燃料貯蔵棚が性能維持施設から除外された。そのため、別添２「保全有効性

評価の記録」の評価結果により、燃料貯蔵棚を定期事業者検査項目から削除した。

また、これに伴い別添３「ＪＲＲ-４原子炉施設（検査要否整理表、設備保全整理

表）」の一部を変更した。 

 

2. 試験研究用等原子炉施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める

施設管理目標 

〇試験研究用等原子炉施設の施設管理目標 

別添４「令和４年度ＪＲＲ-４原子炉施設の施設管理目標設定票」のとおり。 

 

〇施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理目標 

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第９条第１項第３号

の規定により該当なし。 

 

3. 施設管理実施計画に係る次に掲げる事項 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間 

別添５「ＪＲＲ-４原子炉施設 施設管理実施計画」の第２条のとおり。 

 

ロ 試験研究用等原子炉施設の工事の方法及び時期 

該当なし。 

 

ハ 試験研究用等原子炉施設の点検、検査等（以下「点検等」という。）の方

法、実施頻度及び時期 



別添１「ＪＲＲ-４原子炉施設の定期事業者検査の計画」及び別添３「ＪＲ

Ｒ-４原子炉施設(検査要否整理表、設備保全整理表)」のとおり。 

 

ニ 試験研究用等原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保の

ための措置 

別添５「ＪＲＲ-４原子炉施設 施設管理実施計画」の第６条のとおり。 

 

4. 第三条の九第二項に規定する判定する方法に関すること（一定の期間を含む。） 

「一定の期間」を設定し、その期間において技術基準に適合している状態を維持す

るかどうかを判定する方法として、これまでの点検等の実施頻度及び結果を考慮し

て判定する方法を実施し、点検頻度である「１２ヶ月」を一定の期間とする。 

 

5. 前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容

に変更があった場合にあつては、その変更の内容を説明する書類 

別添３「ＪＲＲ-４原子炉施設 (検査要否整理表、設備保全整理表)」の一部を変更

した。 

 

6. 前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評

価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類 

別添２「保全有効性評価の記録」のとおり。 

 

7. 前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容

（一定の期間に係るものに限る。）に変更があつた場合にあつては、第三条の九第三

項各号に掲げる以下の事項 

一 試験研究用等原子炉施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示さ

れる有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向 

該当なし。 

 

二 試験研究用等原子炉施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果 

該当なし。 

 

三 試験研究用等原子炉施設に類似する機械又は器具の使用実績（当該試験研究用等原

子炉施設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。） 

該当なし。 



 

JRR-4原子炉施設の定期事業者検査の計画 

施設区分 設備等の区分 構成品目 検査項目 要領書番号 検査実施予定時期 

原子炉本体 No.１プール No.１プール 
外観検査 

施設巡視記録(水位)** 

１－１ 

保安―０１ 
R5.2～R5.3 

核燃料物質貯蔵施

設 
No.２プール No.２プール 

外観検査 

施設巡視記録(水位)** 

２－２ 

保安―０１ 
R5.2～R5.3 

原子炉冷却系統施

設 

主冷却管・弁 主冷却管・弁 自主点検記録(外観)** 保安―０１ R5.3 

プール水精製系 
プール水精製系ポンプ、 

樹脂塔 

自主点検記録(浄化能力

確認)** 
保安―０１ R5.3 

炉室地下ピット

排水系 

炉室地下ピット排水系ポ

ンプ 
自主点検記録(作動)** 保安―０１ R5.3 

原子炉格納施設 原子炉建家 

炉室、散乱実験室、 

ローディングドックＡ、 

ローディングドックＢ 

自主点検記録(外観)** 保安―０１ R5.3 

放射性廃棄物の廃

棄施設 

気体廃棄物の

廃棄設備 

排気第２系統 

 排風機、フィルタユニッ

ト 

自主点検記録(外観、作

動、除去効率)** 

 

保安―０１ R5.3 

排気第３系統 

 排風機、フィルタユニッ

ト 

自主点検記録(外観、作

動、除去効率)** 
保安―０１ R5.3 

排気第４系統 

 排風機、フィルタユニッ

ト 

自主点検記録(外観、作

動、除去効率)** 
保安―０１ R5.3 

排気第５系統 

 排風機、フィルタユニッ

ト（非常用排気設備に係る

フィルタユニットを除

く。） 

自主点検記録(外観、作

動、除去効率)** 
保安―０１ R5.3 

排気筒 自主点検記録(外観)** 保安―０１ R5.3 

液体廃棄物の廃

棄設備 
廃液貯槽 自主点検記録(漏えい)** 保安―０１ R5.3 

固体廃棄物の廃

棄設備 
保管廃棄施設 施設巡視記録** 保安―０１ R5.3 

放射線管理施設 

屋内管理用 

モニタリング設

備 

室内モニタ 自主点検記録(校正)** 保安―０１ R5.3 

放射線エリアモニタ* 自主点検記録(校正)** 保安―０１ R5.3 

放射線サーベイ設備 自主点検記録(校正)** 保安―０１ R5.3 

屋外管理用 

モニタリング設

備 

排気モニタ 警報検査 ２－１ R5.3 

その他の附属

施設 

その他の附属

設備 

消火設備 
自主点検記録(作動、外

観)** 
保安―０１ R5.3 

照明設備 自主点検記録(作動)** 保安―０１ R5.3 

* ：制御室γ、照射室γ、冷却機器室γ 

** ：保安記録確認検査 

 

 

別添１ 





文書番号:(科)QAM-715 改定番号:04 

（別紙１） 

保全有効性評価に係る詳細資料 

１．施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理の目標の監視結果 

系 統 

要求される機能 

目標値 

全評価期間における目標値

（最終報告）の達成状況 

【判定結果概要】 

部分評価期間における目標

値（中間報告）の変化状況 

【判定結果概要】 

２．施設の保全に係る保安活動指標（PI）の監視結果（設備の保全不良を起因とする事象のPIであって、誤

操作に起因する事象のPIを除く。） 

保安活動指標(PI) 

予期しない汚染・汚染の漏えい事象*(閉じ込め、遮蔽機能の維持を含

む。)の件数 

*施設の保安活動や公衆及び放射線業務従事者の被ばく管理に影響しない

軽微なものを除く。

系 統 
原子炉本体、核燃料物質貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、原子炉格納施

設、放射性廃棄物の廃棄施設 

要求される機能 ─ 

PIの目標値 ０件 

全評価期間における目標値

（最終報告）の達成状況 

【判定結果概要】達成（異常事象の発生件数：０件） 

 別添2-1「令和3年度JRR-4施設(原子炉)保安活動指標(PI)評価票（第4

四半期確認・評価）」、別添2-2「令和4年度JRR-4施設(原子炉)保安活動

指標(PI)評価票（第1四半期確認）」、別添2-3「令和4年度JRR-4施設(原

子炉)保安活動指標(PI)評価票（第2四半期確認・評価）」及び令和4年度

第3四半期の評価期間中の監査結果、異常事象の発生はなかったことか

ら、本目標値は達成されている。 

部分評価期間における目標値

（中間報告）の変化状況 

【判定結果概要】 

保安活動指標(PI) 

検査不合格(補修、点検計画の未実施を含む。)の件数*

*施設の保安活動や公衆及び放射線業務従事者の被ばく管理に影響しない

軽微なものを除く。 

系 統 「別添１ 保全有効性評価対象系統及び機器」参照 

要求される機能 廃止措置計画に定める維持すべき性能 

PIの目標値 ０件 

全評価期間における目標値

（最終報告）の達成状況 

【判定結果概要】達成（事業者検査不合格：０件） 

 別添2-1「令和3年度JRR-4施設(原子炉)保安活動指標(PI)評価票（第4

四半期確認・評価）」のとおり、事業者検査での不合格はなかったこと

から、本目標値は達成されている。 

部分評価期間における目標値

（中間報告）の変化状況 

【判定結果概要】 



文書番号:(科)QAM-715 改定番号:04 

３．設備の巡視、点検及び検査の結果 

系 統 「別添１ 保全有効性評価対象系統及び機器」参照 

巡視における気付き（通常状

態と異なる状況の程度とその

許容度） 

【判定結果概要】 

令和４年２月１日から令和４年１２月８日の期間中に実施した巡視に

ついて有意な劣化傾向等の兆候は見られなかった。 

点検及び検査における気付き

（判定基準との比較、経年変

化の程度とそれらの許容度） 

【判定結果概要】 

令和４年２月１日から令和４年１２月８日の期間中に実施した点検及

び検査における判定基準を満たしており、また、点検及び検査の対象と

する主要部位について有意な劣化傾向等の兆候は見られなかった。 

ただし、燃料貯蔵棚については、令和3年12月の未使用燃料の搬出に伴

い、廃止措置計画における性能維持施設から除外されたこと等により、

見直しを行った。 

４．自施設に関連する保安技術情報 

同事業他施設の保安情報のう

ち、自施設の同種設備又は類

似設備への展開の必要性 

【判定結果概要】 

本体施設等の保全活動に展開すべき保安技術情報はなかった。 

類似事業他施設の保安情報の

うち、自施設の類似設備又は

類似設備への展開の必要性 

【判定結果概要】 

本体施設等の保全活動に展開すべき保安技術情報はなかった。 



文書番号:(科)QAM-715 改定番号:04 

（別紙２） 

評価実施時期に係る詳細資料 

１．施設の保全に係る保安活動指標（PI）の目標値を超過時 

（事象発生状況を記載する。） 

事象発生日時： 

PIの目標値： 

超過度合： 

事象発生時の状況： 

該当しない場合には斜線を記載する。 

２．施設管理実施計画のうち点検方法又は点検頻度の変更時 

（変更の有無及び変更内容を記載する。なお、変更がない場合は、変更内容欄に斜線を記載する。） 

(1) 検査に関する変更（詳細な説明は、変更がない場合も含め、別紙３に記載し、添付する。）

変更の有無 変 更 内 容 

有 

検査内容 燃料貯蔵棚の定期事業者検査毎の点検記録確認 

変更前 外観検査 

変更後 定期事業者検査項目から削除 

(2) 点検に関する変更（詳細な説明は、変更がない場合も含め、別紙４に記載し、添付する。）

変更の有無 変 更 内 容 

有 

点検内容 燃料貯蔵棚の保安規定に基づく半期毎の点検 

変更前 外観点検 

変更後 年度毎の自主的な外観点検 

(3) 巡視に関する変更（詳細な説明は、変更がない場合も含め、別紙５に記載し、添付する。）

変更の有無 変 更 内 容 

無 

巡視内容 

変更前 

変更後 

変更理由： 

検査については、令和3年12月の未使用燃料の搬出に伴い、廃止措置計画における性能維持施設から燃

料貯蔵棚が除外されたため。点検については、未使用燃料の搬出に伴い、燃料貯蔵棚を今後使用すること

がないこと、また、保安規定から燃料貯蔵棚の点検を含む燃料の管理に関する記載を削除したため。 

変更内容の詳細： 

別紙3及び別紙4に記載する。 



文書番号:(科)QAM-715 改定番号:04 

（別紙３） 

検査に関する変更に係る詳細資料 

１．検査に関する変更の有無を判断した根拠又は理由 

各系統について、施設の保全に係る保安活動指標（PI）の目標値が達成されていること、巡視

において通常状態と異なる状況は発生しなかったこと、点検及び検査における判定基準を満た

し、かつ、巡視、点検及び検査の対象とする部位について有意な劣化傾向等の兆候が見られなか

ったこと、並びに保全活動に展開できる保安技術情報がなかったことから、検査に関する変更は

必要ないと判断した。 

ただし、燃料貯蔵棚については、令和3年12月の未使用燃料の搬出に伴い、廃止措置計画にお

ける性能維持施設から除外されたため、検査の見直しを行った。 

２．変更前及び変更後の検査の内容 

 燃料貯蔵棚について、変更前は定期事業者検査毎に記録確認検査として、外観検査の記録を確

認していた。変更後は定期事業者検査項目より削除した。 



文書番号:(科)QAM-715 改定番号:04 

（別紙４） 

点検に関する変更に係る詳細資料 

１．点検に関する変更の有無を判断した根拠又は理由 

各系統について、施設の保全に係る保安活動指標（PI）の目標値が達成されていること、巡視

において通常状態と異なる状況は発生しなかったこと、点検及び検査における判定基準を満た

し、かつ、巡視、点検及び検査の対象とする部位について有意な劣化傾向等の兆候が見られなか

ったこと、並びに保全活動に展開できる保安技術情報がなかったことから、点検に関する変更は

必要ないと判断した。 

ただし、燃料貯蔵棚については、令和3年12月の未使用燃料の搬出に伴い、今後使用すること

がないこと、また、保安規定から燃料貯蔵棚を含む燃料の管理に関する記載を削除したことから、

点検の見直しを行った。 

２．変更前及び変更後の点検の内容 

燃料貯蔵棚について、変更前は保安規定に基づき、半期毎に燃料貯蔵棚の外観点検を実施して

いた。変更後は年度毎に自主的な外観点検を実施することとした。 



文書番号:(科)QAM-715 改定番号:04 

（別紙５） 

巡視に関する変更に係る詳細資料 

１．巡視に関する変更の有無を判断した根拠又は理由 

各系統について、施設の保全に係る保安活動指標（PI）の目標値が達成されていること、巡視

において通常状態と異なる状況は発生しなかったこと、点検及び検査における判定基準を満た

し、かつ、巡視、点検及び検査の対象とする部位について有意な劣化傾向等の兆候が見られなか

ったこと、並びに保全活動に展開できる保安技術情報がなかったことから、巡視に関する変更は

必要ないと判断した。 

２．変更前及び変更後の巡視の内容 



別添１ 

保全有効性評価対象系統及び設備 

検査対象となる施設、設備、装置、機器等 保全重要度 

原子炉本体 No.１プール No.１プール 低 

核燃料物質貯蔵施設 
燃料貯蔵棚 燃料貯蔵棚 低(極低) 

No.２プール No.２プール 低 

原子炉冷却系統施設 

主冷却管・弁 主冷却管・弁 低(極低) 

プール水精製系 
プール水精製系ポンプ、 
樹脂塔 

低(極低) 

炉室地下ピット排水系 炉室地下ピット排水系ポンプ 低(極低) 

原子炉格納施設 原子炉建家 
炉室、散乱実験室、 
ローディングドックＡ、
ローディングドックＢ

低(極低) 

放射性廃棄物の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄設備 
（通常排気設備） 

排気第２系統 
排風機、フィルタユニット 

低(極低) 

低(極低) 

低(極低) 

排気第３系統 
排風機、フィルタユニット 

低(極低) 

低(極低) 

低(極低) 

排気第４系統 
排風機、フィルタユニット 

低(極低) 

低(極低) 

低(極低) 

排気第５系統 
 排風機、フィルタユニット
（非常用排気設備に係るフィ
ルタユニットを除く。）

低(極低) 

低(極低) 

低(極低) 

排気筒 低(極低) 

液体廃棄物の廃棄設備 廃液貯槽 低(極低) 

固体廃棄物の廃棄設備 保管廃棄施設 低(極低) 

その他の附属施設 

消火設備 

自動火災報知設備 低(極低) 

消火器 低(極低) 

消火栓 低(極低) 

照明設備 
非常灯 低(極低) 

誘導灯 低(極低) 
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JRR-4原子炉施設 保安活動指標(PI)のトレンド【規制要求 PI】 

監視項目 保安活動指標(PI) トレンド

(1)公衆に対

す る 放

射 線 安

全

放射性廃

棄物（液

体、気体）

の管理状

況 

気体廃棄物の 

過剰放出件数 

＜本体施設＞ 

液体廃棄物の 

過剰放出件数 

＜特定施設＞ 

(2) 従 業 員

に 対 す

る 放 射

線安全

放射線業

務従事者

の被ばく

管理の状

況 

被ばく線量の限度

超過件数 

＜本体施設、利用施設、

特定施設、放射線管理施

設＞

事故故障等の報告

が必要な実効線量

を超えた計画外被

ばく発生件数 

＜本体施設、利用施設＞

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

件
数

放射性気体廃棄物の過剰放出件数

放射性塵埃の濃度：1日
平均4×10-6 (Bq/cm3）

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

件
数

放射性液体廃棄物の過剰放出件数

H-3,C-14以外：
18TBq/年

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

件
数

被ばく線量の限度超過件数

本体施設･特定施設

放射線管理施設

利用施設

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

件
数

事故故障等の報告が必要な実効線量を超えた計画外被
ばく発生件数

本体施設･利用施設
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JRR-4原子炉施設 保安活動指標(PI)のトレンド(案)【横断領域 PI】 

監視項目 保安活動指標

(PI) 

トレンド

(1)QMS に関

する事項

品質目

標、施

設管理

目標の

達成状

況 

品質目標、施設

管理目標の評価

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞

安全文

化の育

成等の

年度計

画に基

づく達

成状況 

安全文化育成等

の活動計画の評

価 

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞ 

(2)個別業務

の各プロ

セスに関

する事項 

施設の

運転上

の制限

逸脱回

数 

保安規定に定め

る警報装置の作

動回数※2 

＜放射線管理施設＞ 

施設の

計画外

停止回

数 

連続運転設備の

計画外停止回数

※2

＜特定施設、放射線管

理施設＞ 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

品質目標、施設管理目標の評価

本体施設･特定
施設
放射線管理施設

利用施設

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

安全文化育成等の活動計画の評価

本体施設･特定施
設
放射線管理施設

利用施設

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

保安規定に定める警報装置の作動回数

放射線管理施
設

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

連続運転設備の計画外停止回数

特定施設
放射線管理施設
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放射線

管理の

状況 

予 期しな い汚

染・漏えい事象※

2（閉じ込め、遮

蔽機能の維持を

含む。）の件数 

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞ 

設備機

器の保

守管理

状況 

検査不合格（補

修、点検計画の

未実施を含む。）

の件数※2 

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞ 

放射性

廃棄物

の管理

状況 

放射性廃棄物の

保管能力の超過

件数 

<固体：本体施設、液

体：特定施設>

非常事

態の準

備状況 

保安教育訓練実

施回数 

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞ 

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

保安規定（第2編第50条）に定める異常事象
の発生件数

本体施設･特定施
設
利用施設

放射線管理施設

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

検査不合格
（補修、点検計画の未実施を含む）の件数

本体施設･特定
施設
放射線管理施設

利用施設

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

放射性廃棄物の発生量(最大保管数量)

原子炉建屋廃棄
物保管場所
廃液タンク
No.1.No.2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

保安教育訓練実施回数
（総合防災訓練、要素訓練）

本体施設･特定施
設
放射線管理施設

利用施設管理課



4 

抽出された課題

への対応状況※2

（対応率） 

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞

※実績がないためトレンドは添付しない。

(3)評価・改善

のプロセ

スに関す

る事項 

不 適 合

管理、是

正 処 置

及 び 未

然 防 止

処 置 の

対 応 状

況 

不適合処置率※2 

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞ 

CAP 会議

体 に 報

告 の あ

っ た 気

付 き 事

項 の 対

応状況 

処置率※2（課で

対応する案件が

対象） 

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞ 

原 子 力

安 全 監

査 で の

指 摘 事

項 の 対

応状況 

処置率※2（不適

合等に係る重要

案件） 

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞

※実績がないためトレンドは添付しない。

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

保安教育訓練実施回数
（緊急作業についての訓練）

本体施設･特定施
設
放射線管理施設

利用施設管理課

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

不適合処置率

本体施設･特定
施設
放射線管理施設

利用施設

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

CAP処置率

本体施設･特定
施設
放射線管理施設

利用施設
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外 部 か

ら の 指

摘 事 項

等 の 対

応状況 

処置率※2 

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞

※実績がないためトレンドは添付しない。

MR アウ

ト プ ッ

ト の 対

応状況 

処置率※2 

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞

(4)その他 事 故 の

発 生 状

況 

火災の件数※2 

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞

法令報告事象の

件数 

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

MRアウトプットの指摘事項等の処置率

本体施設･特定施
設
放射線管理施設

利用施設

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

火災の件数

本体施設･特定施
設
放射線管理施設

利用施設

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

法令報告事象の件数

本体施設･特定施
設
放射線管理施設

利用施設
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労働災害の件数

※2

＜本体施設、利用施

設、特定施設、放射線

管理施設＞

0

1

2

3

4

5

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

労働災害の件数

本体施設･特定施
設
放射線管理施設

利用施設
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JRR-4原子炉施設の要領書リスト

索引番号 名称 （章・節） 要領書

検査 定期事業者検査 定事検 原子力施設検査室 同左 原子力施設検査室

自主検査 自主検 JRR-4附属研究室 会議室棚 同左 JRR-4管理課

自主検2 放射線管理第１課長室 研究炉管理チーム居室 放射線管理第1課

点検 保安規定 炉保規1 第１編　総則

炉保規2 第２編　放射線管理

炉保規3 第３編　廃棄物管理

炉保規6 第６編　JRR-4の管理 JRR-4管理課

使用手引 炉手1 JRR-4管理手引 JRR-4附属研究室 会議室棚 JRR-4管理課

710-014 JRR-4利用施設管理手引 研究炉実験管理棟113号室 利用施設管理課

自主点 JRR-4原子炉施設自主点検要領 JRR-4附属研究室 会議室棚 JRR-4管理課

利自主点 JRR-4利用施設自主点検要領 研究炉実験管理棟113号室 利用施設管理課

放手1 放射線管理第１課長室 ― 放射線管理第１課

放手2 線量管理課長室 線量管理課計測器管理チーム居室 線量管理課

拠点要領 拠点1 放射線安全取扱手引

拠点2 放射線障害予防規程

拠点3 電気工作物保安規則

拠点4 クレーン等運転管理要領

拠点5 フォークリフト運転管理要領

拠点6 安全衛生管理規則

拠点7 危険物災害予防規則

拠点8 有機溶剤管理要領

拠点9 毒劇物管理要領

拠点10 発火性物質取扱規則

拠点11 安全警報設備管理手引

拠点12 ボイラー第1種圧力容器管理要領

拠点13 レーザー機器安全取扱要領

課長制定文書等 710-007 JRR-4附属研究室 会議室棚 同左 JRR-4管理課

710-041 JRR-4附属研究室 会議室棚 同左 JRR-4管理課

放射線管理手引（施設放射線管理編）

種別 担当課

JRR-4原子炉施設(廃止措置施設)定期事業者検査要領書(令和　年度)

放射線管理手引（放射線測定機器管理編）

備考
保管場所

成績書（今年度、過去分）

JRR-4定期事業者検査に基づく自主検査要領

定期事業者検査（原子炉施設）に係る自主検査要領書（JRR-4原子炉施設 放射線管理施設）

要領書・成績書（略称可）

廃液配管の点検・工事マニュアル

JRR-4で使用するFAX機の点検要領

 ２
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